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ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
、小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
、子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
が
定
期
の
予
防
接

種
に
な
り
ま
し
た
。左
記
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、対
象
の
人
へ
接
種
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入
の
人
で
高
額
の
医
療
費
が
掛
か
っ
た（
掛
か
り
そ
う
な
）場
合
、次
の
制
度
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

定
期
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

ご
存
じ
で
す
か
？「
国
保  

高
額
療
養
費
」

◆
対
象
年
齢

　

生
後
２
月
～
60
月
に
達
す
る
ま

で（
５
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
）

※
初
回
接
種
は
、医
師
が
特
に
認

め
る
場
合
は
、20
～
56
日
間
隔

で
可
能
で
す
。

　

傷
病
や
入
院
な
ど
で
、高
額
の

医
療
費
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
、国
民
健
康
保
険 

高
額
療

養
費
と
い
う
制
度
を
利
用
す
る
こ

と
で
、医
療
費
の
償
還
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
概
要
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　

高
額
療
養
費
制
度
で
は
、

各
世
帯
の
所
得
や
課
税
状

況
な
ど
に
応
じ
て
決
め
ら
れ

た「
負
担
限
度
額
」（
下
表
参

照
）を
超
え
て
医
療
費
を
負

担
し
た
場
合
、超
え
た
分
を

世
帯
主
に
対
し
支
給
し
ま
す
。

な
お
、医
療
費
の
計
算
は
１

か
月
ご
と
に
区
切
っ
て
行
い
、

複
数
の
病
院
分
を
合
算
す
る

に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、支
給
に
は
申
請
が
必
要

で
す
の
で
、高
額
療
養
費
に
該
当
す

る
場
合
は「
領
収
書
」、「
印
鑑（
認

め
印
で
可
）」、「
振
込
先
口
座
の
通

帳（
の
番
号
な
ど
）」を
持
参
の
う

　

多
額
の
医
療
費
が
掛
か
っ
た
場

合
、通
常
は
上
記
の
高
額
療
養
費

制
度
に
よ
り
、一
旦
全
額
を
支
払
っ

た
後
に
償
還
を
受
け
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

　

し
か
し
、事
前
に
手
続
き
を
し

『
限
度
額
認
定
証
』を
医
療
機
関

に
提
示
す
る
こ
と
で
、窓
口
で
の
医

療
費
負
担
額
の
月
額
上
限
が
限
度

額
ま
で
と
な
り
、多
額
の
費
用
を

工
面
す
る
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す

（
提
示
し
な
い
場
合
は
高
額
療
養

費
制
度
で
の
償
還
と
な
り
ま
す
）。

※
医
療
費
以
外
の
費
用（
食
事
代
、

差
額
ベ
ッ
ド
代
、電
気
代
な
ど
）は

別
途
か
か
り
ま
す
。

　

限
度
額
認
定
証
を
利
用
す
る

に
は
健
康
福
祉
課
、ま
た
は
宮
原

振
興
局
総
務
振
興
課
に
て
申
請
し
、

限
度
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　

そ
の
際
は
、保
険
証
と
印
鑑（
認

印
可
）の
持
参
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
70
歳
以
上
の
人
は
手
続
き
が
不

要
の
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

健
康
福
祉
課 

国
民
健
康
保
険
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
２（
直
通
）

◆
対
象
年
齢

　

生
後
２
月
～
60
月
に
達
す
る
ま

で（
５
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
）

◆
対
象
年
齢

　

小
学
６
年
生
～
高
校
１
年
生
相

当
の
女
子
。標
準
的
な
接
種
年
齢

は
、中
学
１
年
生
女
子
で
す
。

◆
接
種
対
象
年
齢

　

生
後
直
後
か
ら
１
歳
に
達
す
る

ま
で

◆
推
奨
さ
れ
る
接
種
期
間

　

生
後
５
月
か
ら
８
月
に
達
す
る

ま
で

◆
接
種
対
象
年
齢

　

平
成
７
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

19
年
４
月
１
日

※
１
期（
生
後
６
月
か
ら
90
月
）、

ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン

高
額
療
養
費
制
度

限
度
額
認
定
証

小
児
用
肺
炎
球
菌
感
染
症

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン

Ｂ
Ｃ
Ｇ
の
接
種
時
期
が

変
わ
り
ま
し
た

日
本
脳
炎
予
防
接
種
の

対
象
年
齢
が
拡
大
し
ま
し
た

接種開始年齢 初回接種 追加接種

生後2月～生後7月
に達するまで

3回（27日～56日の
間隔をあける）

1回（初回接種終了後
7～13月の間隔をあ
ける）

生後7月～生後12月
に達するまで

2回（27日～56日の
間隔をあける）

1回（初回接種終了後
7～13月の間隔をあけ
る）

生後12月～生後60月
に達するまで 1回（追加接種なし）

接種開始年齢 初回接種 追加接種

生後2月～生後7月
に達するまで

3回（27日以上の間隔）
※2、3回目の接種は生後12月まで。 1回（初回接種終了後、60日以上の間隔）

生後7月～生後12月
に達するまで

2回（27日以上の間隔）
※2回目の接種は生後12月まで。

1回（初回接種終了後60日以上の間隔）
※生後12月に達してから

生後12月～生後60月
に達するまで 2回（60日以上の間隔）

生後24月～生後60月
に達するまで １回

◆
接
種
方
法

　

ワ
ク
チ
ン
の
選
択
は
接
種
医
と

ご
相
談
く
だ
さ
い
。３
回
と
も
必

ず
同
じ
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
て
く

だ
さ
い
。

　国民健康保険の被保険者が、職場の健康保険（社会保険や共済組合等）に加入した場合は、国民健康保険をやめる届け出が
必要です。届け出は通常14日以内に次の物を持参し、健康福祉課または宮原振興局総務振興課にて行わなければなりません。

【届出時に持参するもの】
・社会保険の保険証　・印鑑（認め印でも可）　・国民健康保険の保険証（回収します）
　なお、届け出を行わないでいると保険税（料）を二重に払ってしまう事になりかねませんので、必ず届け出を行っていただき
ますようお願いいたします。
※役場窓口に来庁が難しい場合は個別に対応いたしますので、お電話などでご連絡いただきますようお願いいたします。

【70歳未満の自己負担限度額】

【70歳以上の自己負担限度額】

※月ごと、病院ごと、入院外来ごとに、21,000円以上のものだけを合算し、計算します。

※ご自分がどの区分に該当するかは、健康福祉課までお尋ねください。

社会保険加入時の届け出は忘れずに！

負担区分名称 自己負担限度額

上位所得者 150,000 円＋（医療費総額－ 500,000 円）× 1%

一　　　般   80,100 円＋（医療費総額－ 267,000 円）× 1%

非課税世帯   35,400 円

負担区分名称 外来限度額 外来＋入院限度額

現役並み所得者 44,400円   80,100 円＋ ( 医療費総額－ 267,000 円 ) × 1%

一　　　　　般 12,000円   44,400 円

低　所　得　Ⅱ 8,000円   24,600 円

低　所　得　Ⅰ 8,000円   15,000 円

え
、役
場
健
康
福
祉
課
、ま
た
は
宮

原
振
興
局
総
務
振
興
課
で
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ワクチンの種類 1回目・2回目 3回目

2価ワクチン
（サーバリックス）

1月の間隔をあける 1回目接種から6月の間隔をあけて行う
やむを得ず接種間隔の変
更が必要な場合は1～2月半
間隔

やむを得ず接種間隔の変更が必要な
場合は、1回目接種から5～12月間隔

4価ワクチン
（ガーダシル）

2月の間隔をあける 1回目接種から6月の間隔をあけて
行う

やむを得ず接種間隔の変
更が必要な場合は1月以上
の間隔

やむを得ず接種間隔の変更が必要
な場合は、2回目接種から3月以上
の間隔

２
期（
９
歳
以
上
13
歳
未
満
）は
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

・
発
熱
や
急
性
疾
患
な
ど
の
医
学

的
理
由
で
決
め
ら
れ
た
期
間
内

に
接
種
出
来
な
か
っ
た
場
合
以

外
は
、自
己
負
担
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

・
予
防
接
種
時
は
予
診
票
、母
子

健
康
手
帳
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
保
護
者
以
外
の
人
が
同
伴
の
際

は「
委
任
状
」が
必
要
で
す
。予

診
票
、母
子
健
康
手
帳
、委
任

状
が
必
要
な
人
は
健
康
福
祉
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

留
意
事
項

お問い合わせ先：健康福祉課 保健師　☎52－5852（直通）


